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非上場株式の評価の一部が明確化されました 

 

２０２０年８月２８日に国税庁から所得税基本通達５９－６に関する改正通達が公表さ

れました。 

内容は、個人株主が法人（持株会社等）に株式を譲渡する時は、株式の評価は、譲渡す

る前で支配権を考慮して評価することに明確化されました。個人株主から個人株主への譲

渡は取得後の株式の持ち株数で従来通りです。 

例えば、個人が法人に対して譲渡した時は、純資産評価等を考慮した価額です。贈与、

相続は従来通り取得後で判断され類似業種比準価格、純資産価格を考慮した価格です。ま

た、個人が持ち株会、少数株主に譲渡した時は配当還元方式が採用されます。 

難しいですね。非上場株式の評価は、評価額も７種類あり、譲渡人、譲受人によって価

額の違いがあります。株式移動を考えておられる方は、必ず相談してください。 

 

大阪城のイチョウの葉が黄色くなってきました。秋ですね。信州に馬刺しを食べに行っ

てきます。Go Toですね。 
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